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○国土交通省告示第六百十二号 

海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）第三十九条第一項の規定に基づき、外航

船舶の確保等に関する基本方針を次のように定め、令和五年七月一日から適用することと

したので、同条第六項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

 

令和五年六月三十日 

 

国土交通大臣 斉藤 鉄夫   

 

 

外航船舶確保等基本方針 

 

１．外航船舶の確保等の意義及び目標に関する事項 

（１）外航船舶の確保等の意義 

四面を海に囲まれた我が国において、輸出入貨物の 99.5％の輸送を担う外航海運は、

不可欠なライフラインとして、我が国経済、国民生活を支えている。その中で、船主は、

船舶を保有するのみならず、船舶の維持管理、乗組員の配乗、航海の安全確保等を担っ

ており、経済安全保障上、極めて重要な存在である。 

外航海運については、世界単一市場の中で熾烈な競争が行われており、本邦の対外船

舶貸渡業者等の国際シェア（船腹量）は、平成 22年（2010年）の 16％から、令和３年

（2021年）には 11％まで低下している。 

こうした状況が続いた場合、我が国の輸出入貨物の約６割を担う本邦対外船舶運航

事業者等が海外の船主に依存せざるを得なくなる事態が懸念されるところ、安定的な

国際海上輸送を確保するため、本邦の対外船舶貸渡業者等による外航船舶の計画的な

確保を図るとともに、本邦対外船舶運航事業者等への貸渡しを促進する必要がある。 

また、本邦の対外船舶貸渡業者等の国際競争力強化の観点から、高品質な船舶の導入

も併せて促進する必要がある。 

（２）外航船舶の確保等の目標 

本邦対外船舶運航事業者等が運航する外航船舶の総隻数に占める本邦の対外船舶貸

渡業者等の外航船舶の隻数のシェアは、令和３年（2021年）において 74.6％となって

いるところ、安定的な国際海上輸送を確保するために当該シェアを堅持する観点から、

令和７年（2025年）75％以上を目指すこととする。 

 

２．外航船舶の確保等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 

政府は、環境性能に優れた船舶の導入の促進を図るため、船舶に係る特別償却制度等

の措置を講ずるとともに、国連の専門機関である国際海事機関（ＩＭＯ）の最新の動向、

我が国を取り巻く安全保障に関する状況等に関する適時適切な情報提供及び必要な助言

を行う。 

 

３．本邦対外船舶運航事業者等による安定的な国際海上輸送を確保するために対外船舶貸

渡業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項 

本邦の対外船舶貸渡業者等は、世界単一市場の中で熾烈な競争を繰り広げているが、

自ら国際競争力を維持・強化し、今後とも質の高いサービスを安定供給することが求め

られている。 

そのため、外航船舶確保等計画（以下「計画」という。）の認定制度を活用しつつ、外
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航船舶の計画的な確保及び高品質な船舶の導入を図り、一層の国際競争力の強化を図っ

ていくことが必要である。その際、先進的な技術を活用し、航行の安全性若しくは効率性

の向上、快適性の確保又は環境負荷の低減に資する先進船舶の導入についても積極的に

検討することが望ましい。 

４．計画の認定に関する基本的な事項 

（１）認定の申請に当たっての基本的事項 

① 申請者 

計画の認定の申請は、対外船舶貸渡業者等が単独又は共同で行うこととする。 

共同で申請する場合にあっては、2）イ及びロのとおりとする。この場合、各対外

船舶貸渡業者等は、一の計画に限り申請者となることができる。また、私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）に抵触することが

ないよう留意すること。 

1) 代表申請者 

対外船舶貸渡業者等であること。 

2) 代表申請者以外の者 

対外船舶貸渡業者等のうち次に掲げる者であること。 

イ 1)の代表申請者の子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号

の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）又は関連会社（会社計算規則（平

成 18年法務省令第 13号）第２条第２項第 21号に規定する関連会社をいう。以

下同じ。） 

ロ 1)の代表申請者の親会社等（会社法第２条第４号の２に規定する親会社等を

いう。以下同じ。）又はその子会社等若しくは関連会社 

② 計画期間 

計画期間は、５年であること。 

③ 申請時期 

計画期間の開始の日の原則１か月前までとする。ただし、計画に先進船舶導入等

計画の認定の特例を含む場合には原則２か月前までとする。 

（２）計画の認定基準に関する基本的な事項 

計画が国土交通大臣に対して申請された場合の認定基準については、以下のとおり

とする。 

① 基本方針への適合性（第１号基準）  

次の 1)から 6)までの事項について判断する。 

1) 申請者について、その経営が外国人等（日本の国籍を有する者及び日本の法令に

より設立された法人その他の団体以外の者をいう。）により実質的に行われている

ものでないこと。 

2) 申請者が計画期間の終了時点において保有する外航船舶の隻数について、計画期

間の開始時点の隻数を超えることとなる計画であること。 

3) 本邦対外船舶運航事業者等による輸送に貢献するものとして、次のイ、ロ又はハ

のいずれかを満たすこと。 

イ 計画期間の開始時点において保有する外航船舶の隻数の２割以上を本邦対外

船舶運航事業者等が運航していること。 

ロ 計画期間の開始時点において保有する外航船舶の隻数のうち５隻以上を本邦

対外船舶運航事業者等が運航していること。 

ハ 計画期間において新たに建造する外航船舶の隻数の３割以上を本邦対外船舶

運航事業者等が運航すること。 
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4) 計画期間において導入する外航船舶（次に掲げる者から取得するものにあって

は、製造の後事業の用に供されたことのないものに限る。）の隻数については、計

画期間の開始時点において保有する外航船舶の隻数の 25％以上であること。 

イ 申請者の子会社等又は関連会社 

ロ 申請者の親会社等又はその子会社等若しくは関連会社 

5) 1)の計画期間において導入する外航船舶のうち１隻以上は、製造の後事業の用に

供されたことのないものであること。 

6) 1)の計画期間において導入する外航船舶のうち製造の後事業の用に供されたこ

とのないものの隻数に占める特定外航船舶の隻数の割合が７割以上であること。 

② 確実かつ効果的な実施可能性（第２号基準） 

次の 1)及び 2)の事項について判断する。 

1) 事業の実施スケジュールが明確であること。 

2) 資金が十分に確保できることが見込まれること。 

③ 計画期間（第３号基準） 

（１）②のとおり、５年であること。 

④ 計画期間において導入する外航船舶の隻数及び当該外航船舶に占める特定外航船

舶の割合（第４号基準） 

（２）①4)、5)及び 6)のとおりとする。 

⑤ 先進船舶導入等計画の認定の特例（第５号基準） 

先進船舶の導入等の促進に関する基本方針（平成 29 年国土交通省告示第 887 号）

４．（２）に規定する事項について判断することとする。 

（３）計画の記載事項 

計画の記載事項は、海上運送法（昭和 24 年法律第 187 号。以下「法」という。）第

39条の２第２項に定めるとおりとする。 

（４）勧告及び認定の取消しに関する基本的な事項 

法第 39条の７第１項において、国土交通大臣は、認定対外船舶貸渡業者等が正当な

理由がなく、認定外航船舶確保等計画に従って外航船舶の確保等を行っておらず、又は

行わないおそれがあると認めるときは、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、必要な措

置を講ずべきことを勧告することができることとされている。また、同条第２項におい

て、勧告を受けた認定対外船舶貸渡業者等が当該勧告に従い必要な措置を講じなかっ

たときは、その認定を取り消すことができることとされている。 

同条第１項に規定する「正当な理由」には、歴史的な海運不況が発生した場合（次の

いずれの要件にも該当する場合をいう。）又は保有する外航船舶の隻数は減少するもの

の船腹量は増加する場合が含まれるものとし、これらの場合には国土交通大臣の勧告

を行わないこととする。 

① 計画期間中における傭船料が、過去数年間との比較において著しく低位な水準に

あり、これが一定期間継続していること。 

② 採算の確保が困難な状況にあり、認定対外船舶貸渡業者等において保有総隻数を

削減せざるを得ず、保有総隻数を相当程度削減し、又はする見込みであること。 

５．その他外航船舶の確保等のために必要な事項 

認定外航船舶確保等計画の確実な実施を担保するため、以下の措置を講ずる。 

（１）定期的な報告徴収の実施 

認定対外船舶貸渡業者等に対して、計画期間が含まれる事業年度（共同で申請する場

合にあっては代表申請者の事業年度とする。）ごと、その認定外航船舶確保等計画の実

施状況について報告を求めることとする。また、認定外航船舶確保等計画の計画期間が
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終了したときは、その実施結果について、報告を求めることとする。 

（２）欠格期間の設定 

法第 39 条の７第２項に基づく認定の取消しを受けた者又は同条第１項に規定する

「正当な理由」なく認定外航船舶確保等計画に記載した目標を達成できなかった者は、

それぞれ当該認定の取消しの日又は当該認定外航船舶確保等計画の計画期間の終了の

日から起算して５年を経過するまでは、新たに外航船舶確保等計画の認定の申請をで

きないこととする。 

６．備考 

この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 


